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令和５年第１回松野町議会定例会会議録 １日目 

 

 

招 集 年 月 日 令和５年３月３日 

招 集 の 場 所 松野町議場兼大会議室 

開      会 令和５年３月３日 午前１０時１０分宣告 

応 招 議 員 

１番 山崎   匡   ５番 森岡  健治 

２番 山田  寛二   ６番 加藤  康幸 

３番 安西  博文   ７番 赤松  紀幸 

４番 山石  恭助 

不 応 招 議 員 なし 

出 席 議 員 応招議員のとおり 

欠 席 議 員 なし 

説明のため出席し

た者の職・氏名 

町 長 坂本    浩   会計管理者兼出納室長 芝   吉彦 

副 町 長 八十島 温夫   建設環境課長 谷口  健二 

教 育 長 三好  秀二   町 民 課 長 久保田  忠 

総 務 課 長 友岡   純   保健福祉課長 瀧本  美樹 

防災安全課長 中井  和彦   教 育 課 長 森本  秀行 

ふるさと創生課長 井上   靖   代表監査委員 榎本  孝幸 

農林振興課長 小西   亨 

職務のために議場

に出席した事務局

職員の職・氏名 

議会事務局長 大谷 吉廣 

書 記 岡崎智恵子 

会議録署名議員 
臨時議長、次の両議員を指名 

１番 山崎  匡  ２番 山田 寛二 

会 期 の 決 定 令和５年３月３日～３月２４日（２２日間） 
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◇ 議事日程 

１開 会 宣 言 

２招 集 挨 拶 

３諸般事項報告 

４開 議 

日程 

番号 

議案 

番号 
議        案        名 

１ ― 仮議席の指定について 

２ ― 会議録署名議員の指名  

３ 
選挙 

 １ 
議長の選挙について                              

追加 

 １ 

選挙 

 ２ 
副議長の選挙について                          

追加 

２ 
－ 議席の指定について                          

追加 

３ 

選任 

１ 
常任委員の選任について 

追加 

４ 

選任 

２ 
議会運営委員の選任について 

追加 

５ 

選任 

３ 
消防委員の選任について 

追加 

６ 

選挙 

３ 
宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙について 

追加 

７ 

選挙 

４ 
愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 

追加 

８ 
－ 会期の決定   

５ 閉 議 

６ 散 会 
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大谷事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

臨 時 議 長 

坂 本 町 長 

臨 時 議 長 

坂 本 町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長の大谷です。              (１０：１０) 

本定例会は、一般選挙後、初めての議会です。 

したがって、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第１０７条の

規定によって、出席議員の中で、年長の議員が臨時に議長の職務を行

うことになっています。 

本日の出席議員のうち、赤松紀幸議員が年長者ですので、御紹介い

たします。 

赤松議員、議長席へお着き願います。 

ただいま紹介されました赤松紀幸です。 

地方自治法第１０７条の規定によって、議長選挙の終わるまでの

間、臨時に議長の職務を行います。 

どうぞよろしくお願いします。 

ただいまから、令和５年第１回松野町議会定例会を開会します。 

(１０：１１) 

町長から議会招集挨拶を受けます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは、第１回定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し

上げます。 

今の時期は三寒四温という言葉のとおり、寒い日と温かい日が交互

に訪れ、それでも春の気配が日増しに確かに感じられるようになりま

した。本日は、令和５年第１回定例議会を招集いたしましたところ、

何かと御多用中にもかかわらず御出席を賜り、厚く御礼を申し上げま

す。 

さて議員の皆様、今回の町議会議員選挙では、誠にお疲れさまでし

た。皆様は、町内の声に真摯に耳を傾け、自らの熱い思いを訴え、町

民の信任を勝ち取られました。心からお喜びを申し上げますととも

に、どうぞ町議会議員としての責任の重さを自覚され、地域の課題解

決に果敢に挑戦していただきますようお願いをいたします。 
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臨 時 議 長 

 

 

 

臨 時 議 長 

臨 時 議 長 

本日ここに、新人議員さん４名が加わったフレッシュな顔ぶれで、

令和５年度の当初予算、業務計画の審議をはじめとする３月定例議会

初日を迎えました。後ほど御説明をいたしますが、私の町政の基本方

針である「小さな町の大きな挑戦」これに新年度からは、「桃源郷は

ここ松野にある」こういうフレーズをつけ加え、その理念を具現化す

るため、予算案を編成し提案させていただきます。 

その具体的な目標としては３点あります。 

１点は、５０年後１００年後もこの地、この松野の地で穏やかな暮

らしが続いていること。２点目は、その営みの中で、自然や歴史文化、

景観が着実に次の世代に受け継がれていく。そして３点目、未来だけ

でなく、今を生きる町民の皆さん、幸せを実感していただくこと。こ

の３つの目標は、もちろん一朝一夕に達成できるものではありません

が、将来のふるさと松野のために、今できることから着実に、そして

全力で取り組んで参る所存でございますので、どうぞ議会での審議を

通じて、議員各位の前向きな御意見、御提言を賜りますようお願いい

たします。 

それでは、今期定例会には、条例改正、令和５年度一般会計及び特

別会計当初予算、並びに令和４年度最終の補正予算、人事案件など、

多数の案件を提案しており、これから本会議、そして常任会等でそれ

ぞれに御説明申し上げますので、何とぞよろしく御審議をいただき、

議決賜りますようお願い申し上げまして、議会招集の挨拶といたしま

す。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

続いて本日の議事日程を報告します。 

本日の議長選挙までの議事日程は、あらかじめ配付しております議

事日程表のとおりです。 

御承知をお願いします。 

これから本日の会議を開きます。         (１０：１４) 

日程第１ 仮議席の指定を行います。 
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臨 時 議 長 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

 

 

 

臨 時 議 長 

 

 

 

 

仮議席は、ただいま御着席の議席と指定します。 

日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番山崎

匡議員、２番山田寛二議員を指名します。 

日程第３ 選挙第１号「議長の選挙」を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によっ

て、指名推選にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、臨時議長が指名することにしたいと思いま

す。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、臨時議長が指名することに決定しました。 

議長に加藤康幸議員を指名します。 

お諮りします。 

ただいま、臨時議長が指名しました加藤康幸議員を、議長の当選人

と定めることに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました加藤康幸議員が議長に当選され

ました。 

ただいま、議長に当選された加藤康幸議員が議場におられます。会

議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 
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臨 時 議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

ここで、加藤康幸議員から当選受諾の挨拶を受けます。 

（加藤議員 ～ 就任挨拶） 

これで議長選挙を終ります。 

臨時議長の職務は全て終了しました。 

御協力誠にありがとうございました。 

加藤議長、議長席にお着き願います。 

(臨時議長 ～ 交代) 

議長を交代しました。 

これからの議事運営に御協力をお願いします。 

ここで、しばらく休憩とします。         (１０：２０) 

(休憩１０：２０ ～ 再開１０：２６) 

休憩前に引き続き会議を開きます。        (１０：２６) 

追加議事日程について、御承知をお願いします。 

追加日程第１ 選挙第２号「副議長の選挙」を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によっ

て、指名推選にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって議長が指名することに決定しました。 

副議長に森岡健治議員を指名します。 

お諮りします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

ただいま、議長が指名しました森岡健治議員を副議長の当選人と定

めることに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました森岡健治議員が副議長に当選さ

れました。 

ただいま、副議長に当選されました森岡健治議員が議場におられま

す。会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

ここで、副議長に当選された森岡健治議員から当選受諾の挨拶を受

けます。 

(森岡議員 ～ 就任挨拶) 

これで副議長選挙を終わります。 

ここで、しばらく休憩とします。         (１０：３０) 

(休憩１０：３０ ～ 再開１１：０３) 

休憩前に引き続き、会議を開きます。       (１１：０３) 

追加議事日程について、御承知をお願いします。 

追加日程第２ 議席の指定を行います。 

議席は、会議規則第４条第１項の規定によって、お手元の議席表の

とおり指定します。 

なお、ただいま指定しました議席への着席は、次回の本会議からお

願いします。 

追加日程第３ 選任第１号「常任委員の選任について」を議題とし

ます。 

お諮りします。 

常任委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定によっ

て、議長が会議に諮って指名することになっております。 

お手元の名簿のとおり、指名したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

６ 番 山 石 

議 長 

５ 番 安 西 

議 長 

 

 

 

 

 

 

異議なしと認めます。 

したがって常任委員は、お手元の名簿のとおり選任することに決定

しました。 

各常任委員会の正副委員長については、委員会条例第８条第２項の

規定により、各委員会において互選することになっております。 

したがって、これより委員会を開き、正副委員長の互選を行ってく

ださい。 

なお、委員会を終わりましたら、互選の結果を議長まで報告願いま

す。 

ここで、しばらく休憩とします。         (１１：０６) 

(休憩１１：０６ ～ 再開１１：１０) 

休憩前に引き続き会議を開きます。        (１１：１０) 

休憩中に各常任委員会において、委員長及び副委員長の互選が行わ

れ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので報告します。 

総務常任委員会委員長に山石恭助議員、副委員長に山崎匡議員。 

産業常任委員会委員長に安西博文議員、副委員長に山崎匡議員。 

以上のとおり互選された旨報告がありました。 

それではここで、各委員長から就任の挨拶を受けることにします。 

まず、総務常任委員長山石恭助議員。 

(山石議員 ～ 就任挨拶) 

次に、産業常任委員長安西博文議員。 

(安西議員 ～ 就任挨拶) 

追加日程第４ 選任第２号「議会運営委員の選任について」を議題

とします。 

お諮りします。 

議会運営委員の選任についても、委員会条例第７条第４項の規定に

よって、議長が会議に諮って指名することになっております。 

お手元の名簿のとおり、指名したいと思います。 

御異議ありませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

７ 番 赤 松 

議 長 

 

坂 本 町 長 

議 長 

坂 本 町 長 

 

 

 

 

 

 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって議会運営委員は、お手元に配付しております名簿のとお

り選任することに決定しました。 

議会運営委員会の正副委員長については、委員会条例第８条第２項

の規定により、委員会において互選することになっております。 

したがって、これより委員会を開き、正副委員長の互選を行ってく

ださい。 

ここで、しばらく休憩とします。         (１１：１５) 

(休憩１１：１５ ～ 再開１１：２０) 

休憩前に引き続き会議を開きます。        (１１：２０) 

休憩中に議会運営委員会において、委員長及び副委員長の互選が行

われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので報告します。 

議会運営委員長に赤松紀幸議員、副委員長に山石恭助議員が選任さ

れました。 

それではここで、委員長に就任されました赤松紀幸議員から挨拶を

受けます。 

(赤松議員 ～ 就任挨拶) 

ここで、正副議長以下、常任委員、議会運営委員等、本町議会の組

織が決定しましたので、町長から挨拶をいただきます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは、正副議長さんをはじめ、常任委員会等、議会の組織体制

が整いましたので、一言お祝いとお願いの御挨拶を申し上げます。 

まずは、加藤議長さん、森岡副議長さん、御就任誠におめでとうご

ざいます。 

加藤議長さんにおかれましては、伝統ある本町議会の代表、まとめ

役として、これまでの豊富な御経験と広い視野からの卓越な御識見を

もって、手腕を発揮され、大所高所から議会運営のみならず、町政の
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

推進に御活躍いただけるものと確信をいたしております。 

また、森岡副議長さんにおかれましては、豊富な御識見と的確な判

断力、旺盛な行動力をもって議長をしっかりと支えられ、よき補佐役

として御活躍いただけるものと御期待する次第でございます。 

更には、各委員長さんをはじめ、各議員さんがそれぞれの役職でし

っかりと御活躍できる体制が整いましたこと、何よりも有り難く、心

強く感じております。 

行政の理事者と議会の立場は違いますけれども、町のため、町民の

皆さまのために目指すべき方向、まちづくりの目的、方向性は同じで

ございます。どうか２元代表制のもと、町民の皆さまから付託されま

した責任を果たすため、お互い切磋琢磨し、是々非々の熟議を通じて

「森の国まつの」のまちづくりを力強く推進していただきますよう

に、お願いいたしますとともに、健康にも十分御留意をいただき、御

活躍されることを御祈念申し上げまして、御就任にあたっての御挨拶

とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

追加日程第５ 選任第３号「消防委員の選任について」を議題とし

ます。 

お諮りします。 

本案については、提案理由並びに質疑、討論を省略したいと思いま

す。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

よって本案は、提案理由並びに質疑、討論を省略することに決定し

ました。 

これから、選任第３号「消防委員の選任について」を採決します。 

消防委員に山石恭助議員、安西博文議員、山田寛二議員の３名を選

任します。 
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議 長 

 

 

 

 

副 議 長 

 

副 議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

副 議 長 

 

 

 

 

副 議 長 

 

 

 

 

 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって消防委員は、原案のとおり選任することに決定しまし

た。 

ここで、議事の都合により副議長と交代します。 

(議長 ～ 交代) 

議事の都合により、副議長が議長の職務を行いますので、よろしく

お願いします。 

追加日程第６ 選挙第３号「宇和島地区広域事務組合議会議員の選

挙」を行います。 

この選挙は、宇和島地区広域事務組合規約第５条第２項の規定に基

づき、議会において選挙を行うものです。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によっ

て、指名推選にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定しました。 

宇和島地区広域事務組合議会の議員に加藤康幸議員を指名します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました加藤康幸議員を、宇和島地区広域事務

組合議会の議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 
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（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました加藤康幸議員が宇和島地区広域

事務組合議会の議員に当選されました。 

ただいま宇和島地区広域事務組合議会の議員に当選されました加

藤康幸議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によ

って、当選の告知をします。 

追加日程第７ 選挙第４号「愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議

員の選挙」を行います。 

この選挙は、愛媛県後期高齢者医療広域連合規約第８条の規定に基

づき、議会において選挙を行うものです。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り、指名推選にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定しました。 

愛媛県後期高齢者医療広域連合議会の議員に、加藤康幸議員を指名

します。 

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました加藤康幸議員を、愛媛県後期高齢者医

療広域連合議会の議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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異議なしと認めます。 

したがって、ただ今指名しました加藤康幸議員が愛媛県後期高齢者

医療広域連合議会の議員に当選されました。 

ただいま愛媛県後期高齢者医療広域連合議会の議員に当選されま

した加藤康幸議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規

定によって、当選の告知をします。 

私の役目が終わりましたので、議長を交代します。 

(副議長 ～ 交代) 

議長を交代しました。 

ここで、しばらく休憩とします。         (１１：３２) 

(休憩１１：３２ ～ 再開１１：５１) 

休憩前に引き続き会議を開きます。        (１１：５１) 

追加日程第８ 会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から３月２４日までの２２日間にしたいと

思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は、本日から３月２４日までの２２日

間に決定しました。 

以上で、本日の議事日程は全て終了しました。   (１１：５２) 

本日はこれで散会します。            (１１：５２) 

 

 

 

 

 

 


